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令和７年第７回立川市農業委員会総会日程 

 

日時  令和７年７月２３日（水）午後３時 

会場  ２０８・２０９会議室 

 

１ 開会 

２ 議事録署名委員の指名 

３  報告事項 

 （１）事務報告 

（２）農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

（３）農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 

４  議事  

  議案第１号  生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証 

         明願について 

５  その他  

 （１）その他 

６  閉会  
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令和７年第７回立川市農業委員会総会 

                令和７年７月２３日（水） 

                立川市役所２０８・２０９会議室 

 

 

議  席   氏      名  議  席   氏      名  

 １番  鈴  木    豊  君  １０番  鴻  地  文  武  君  

 ２番  嶋  田  貞  芳  君  １１番  岩  崎  紗矢佳  君  

 ３番  髙  杉  晋  一  君  １２番  髙  橋  浩  久  君  

 ４番  内  野  智  行  君  １３番  宮  岡  広  行  君  

 ５番  橋  本  良  子  君  １４番  田  中  佐  一  君  

 ６番  浅  見  惠  子  君  １５番   

 ７番  宿  谷    豊  君  １６番  川  野    進  君  

 ８番  横  幕  玲  子  君  １７番  岡  部  良  己  君  

 ９番  森  谷  一  郎  君    

 

 

事務局職員 

   局長  八  谷  俊太郎  君  

   係長  熊  谷    寛  君  

   主事  東  島  信  幸  君  
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午後２時５８分 開会  

議長   皆さん、改めましてこんにちは。 

 今日は非常にまた暑い中、お集まりいただきましてありがと

うございます。 

 とにかく私たち農業者としましても、この暑さで作物も、か

なり暑さで高温障害なども出ているかと思います。それだけじ

ゃなくて、やはり私たち農業者も自身が熱中症とかになってい

る。なかなか仕事も、作業も非常に大変な中だと思います。何

といっても、北海道で今日の天気でも４０度近い気温だという

ことで、今後、私たち農業者はどうなるんでしょうかと、本当

に心配するところでございます。何としても、その分、しよう

がないから朝早く起きたりして仕事しなくちゃいけないのかな

と思いますので、これからも、とにかく体に気をつけて作業し

ていただきたいと思います。 

 今日の総会の議題の中なんですが、毎回、引き続き農業経営

に関する案件があるんですけれども、私も農業委員を４期やっ

ていまして、今回初めて現地調査がなかったということで、こ

ういうこともあるんだなと。逆に、暑かったのでよかったなと

いうのもあったんですけれども、そういうことで、今日は引き

続きもないということで、議案もいつもよりは少ないのかなと

思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、ただいまより令和７年第７回立川市農業委員会総

会を開催いたします。 

 立川市農業委員会会議規則第６条の規定を満たす数の委員に

御出席いただいておりますので、本総会は成立しております。 

 本総会に付議すべき項目は別紙のとおりでございます。御審

議のほど、よろしくお願いいたします。 

 それでは、座らせていただきます。 

 

議長   初めに、議事録署名委員の指名でございます。今回は３番の

髙杉委員、４番の内野委員にお願いをいたします。 

 それでは、（１）事務報告、（２）農地法第４条第１項第７
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号の規定による届出が４件、（３）農地法第５条第１項第６号

の規定による届出が３件、一括して事務局より報告をお願いい

たします。 

局 長   そ う し ま し た ら 、 事 務 報 告 、 農 地 法 第 ４ 条 第 １ 項 第 ７ 号 の

規定による届出について、農地法第５条第１項第６号の規定に

よる届出について御報告をさせていただきます。 

 着座にて失礼いたします。 

 初めに、報告事項（１）事務報告を行います。 

 ７月１８日（金）、東京都農業会議常設審議委員会が開催さ

れ、会長が出席されました。 

 委員会といたしましては、２３日（水）午後３時より第７回

総会、終了後、全員協議会を開催いたします。こちらにあると

おり、現地調査はなかったという形になります。 

 明日以降でございます。 

 ７月２４日（木）、農業者年金制度推進研究会が開催され、

事務局が出席を予定しております。 

 ８月７日（木）、８日（金）、農地専門職員研修会が開催さ

れ、事務局が出席を予定しております。 

 委員会といたしましては、８月１５日（金）、８月の総会に

向けた現地調査を、２５日（月）午後３時より第８回総会、終

了後、全員協議会を開催いたします。 

 報告事項（１）事務報告は以上でございます。 

 続きまして、農地法に基づく届出に関する報告でございます。 

 報告事項（２）農地法第４条第１項第７号の規定による届出

４件について御報告をいたします。 

 申請人の氏名、住所につきましては記載のとおりでございま

す。 

 １件目、農地の所在は上砂町５丁目の２筆。地目は登記簿上

が畑、現況は宅地。面積は８９７．３９㎡。転用目的は住宅用

地でございます。 

 ２件目、農地の所在は西砂町３丁目の１筆。地目は登記簿上

が畑、現況も畑。面積は５８３㎡。転用目的は住宅用地でござ
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います。 

 ３件目、農地の所在は西砂町２丁目の１筆。地目は登記簿上

が畑、現況も畑。面積は２７４㎡。転用目的は住宅用地でござ

います。 

 ４件目、農地の所在は砂川町２丁目の１筆。地目は登記簿上

が畑、現況も畑。面積は１，８２２㎡。転用目的は事業用地で

ございます。 

 おのおの周辺略図を御参照ください。 

 続きまして、報告事項（３）農地法第５条第１項第６号の規

定による届出３件について御報告をいたします。 

 申請人の氏名、住所につきましては記載のとおりでございま

す。 

 １件目、農地の所在は西砂町２丁目の１筆。地目は登記簿上

が畑、現況は宅地。面積は１３８㎡。転用目的は住宅用地でご

ざいます。 

 ２件目、農地の所在は栄町２丁目の１筆。地目は登記簿上が

畑、現況は宅地。面積は１５５㎡。転用目的は住宅用地でござ

います。 

 ３件目、農地の所在は砂川町１丁目の２筆。地目は登記簿上

が畑、現況は宅地と道路。面積は１９１㎡。転用目的は住宅用

地でございます。 

 おのおの周辺略図を御参照ください。 

 報告は以上でございます。 

議長   ありがとうございました。 

 ただいま報告がありました件について、何か御質問等があり

ましたらお願いをいたします。ありませんか。 

 田中委員、お願いします。 

１ ４ 番  農 地 法 第 ５ 条 の 関 係 な ん で す け れ ど も 、 １ 号 と ２ 号 の 関 係

ですね。備考のほうに「令和５年１１月２日に５条転用届出あ

り」、もう１個のほうは「令和７年３月７日に５条転用届出あ

り」となっているのは、どういう意味でしょうか。 

係 長   こ ち ら の ほ う に つ き ま し て は 、 １ 件 目 と ２ 件 目 に 書 い て あ
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る日付のときに５条転用の手続は一度されまして、農業者の方

から事業者の方へ５条による所有権の移転と転用の届出がござ

いました。しかし、その後、登記簿の登記地目のほうの変更を

その際にされなかったということで、今回改めて５条の転用の

手続、届出をされたということになっております。 

 以上でございます。 

１ ４ 番  転 用 後 は 大 抵 建 物 を 建 て て 、 そ れ を 登 記 し て 、 そ れ が だ か

ら登記簿には宅地ということになると思うんだけれども、建て

ないで終わっちゃったということですか。 

係 長   事 務 局 と し ま し て 現 場 を 確 認 し た わ け で は ご ざ い ま せ ん が 、

実際に取引をされる際に建物が建っていない状況というのはご

ざいまして、通常、登記簿を変えられるときに、話を聞いた限

りではございますが、宅地開発、宅地のための整地をされたり

とか、開発されたりしない状態で所有権の移転、届出のほうを

出されたからということで、所有権の移転をされるケースもあ

ると伺っております。その場合、法務局のほうで、現況が変わ

っていないため登記地目を変えられないケースがあるというふ

うに伺っておりまして、今回も恐らくそのようなケースかと思

われます。 

１ ４ 番  と い う こ と は 、 ２ 号 の ほ う は 令 和 ７ 年 ３ 月 ７ 日 に や っ た ば

かりで４か月ですよね。ということは、こういう案件がまだ今

後も出てくる可能性が多いということですかね。 

係 長   立 川 市 の 農 業 委 員 会 事 務 局 で は 転 用 を さ れ た 農 地 に つ い て 、

過去、農地を転用したという証明書の発行もしておりますが、

今回のように改めて５条なりの手続をされる、届出を出される

というケースもございまして、他市のほうではそちらのほうが

一般的というふうに聞いております。今後も、ですので、同様

のケースはあり得るものと考えております。 

局 長   こ れ は 前 回 、 前 々 回 も 同 様 の お 話 を さ せ て い た だ い て お り

まして、基本的には証明を出す形で受けられればいいんでしょ

うけれども、ただ、届出が出されますと受けざるを得ないとい

うところがありますので、このような形で。ただ、いつ転用届
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出があったのかということを明記させていただくことで、譲渡

人が不動産会社であったりとか、そういう事業者であったとし

ても、一旦、その前に持っていた方から転用届出があったとい

うことでお示ししたいということで、今回日付のほうを入れさ

せていただきました。 

 なので、このような形で、どうしても５条の届出というもの

は出てくるものということで、事務局のほうでは認識している

ところでございます。 

議長   ありがとうございました。 

 田中委員、よろしいでしょうか。 

１４番 了解です。 

議長   そのほかに御質問ありますか。 

   ……質疑なしの声 

議 長   そ れ で は 、 質 問 が な い よ う な の で 、 報 告 事 項 は こ れ で 終 了

をいたします。 

 次に、議案第１号の前に事務局から何かありますか。 

係 長   一 時 転 用 の 期 間 に つ き ま し て 委 員 よ り 事 務 局 へ 質 問 が ご ざ

いましたので、この場を借りて御説明をさせていただきたいと

思います。 

 本日お配りしました資料がございますので、農地法関係事務

に係る処理基準についてというものがお手元にあるかと思いま

すので、御覧いただきながらお聞きください。 

 一時転用と通常転用の期間の差につきまして、事務局で受け

付けする際の基準について御説明をさせていただきます。 

 農地法関係事務に係る処理基準、第６において、一時的な利

用とは目的を達成することができる必要最小限な期間を言い、

３年以内の期間に限定するものとするとございます。この基準

は農業振興地域についてのものであり、それ以外の地域につい

て一時転用の明確な基準はございません。しかし、立川市にお

いては、この基準を準用し運用をしております。東京都農業会

議に確認をしましたが、他市においても同様とのことでした。 

 届出の際に、本日お配りした資料の２枚目以降には、３のと
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ころに、権利を設定する記載欄に権利の存続期間というものが

ございます。この期間が３年を超えないものについてを一時転

用とし、完了後、速やかに農地に戻し、その報告、写真の撮影

なども含めて報告していただき、それを求めております。 

 また、その下の４、転用計画の記載欄には、転用の時期、工

事の着工及び完了の時期がございます。権利の存続期間と比較

し必要最小限な期間であるかを確認しております。届出時に転

用の期間について説明できないような乖離があるようでしたら、

修正するようお願いすることになります。 

 その資料の裏面ですね。これまで総会資料では備考欄に工事

期間、いつからいつという形で記載しておりましたが、今後は

転用の予定期間として権利の存続期間、いつからいつという形

で、工事期間ではなく一時転用の期間を記載させていただきた

いと思っておりますので、今後はそのような形にしますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

局長   この内容の補足をさせていただきます。 

 なぜ今回このお話をさせていただいたかというと、１月の総

会の時点で、この一時転用、期間は一体いつなのかということ

での御指摘をいただきました。そのときに３年以内の中でとい

うことでの御説明をさせていただいたところなんですが、３年

間は、では、できるのかといった議論になったかというふうに

認識しております。ただ、実際には、この届出に当たりまして

は、一時転用の期間を権利の存続期間ということで明記いただ

いておりますので、この期間をここの中で認めていくといった

ことは、ちゃんと分かるようにしていこうということで、権利

の存続期間を総会資料の中に明記させていただく。 

 工事期間を書いてしまうと、その辺の、いつからいつまでが

認められた期間なのかというのが分かりにくくなるなというこ

とで、今回改めさせていただく、そういった説明になります。

よろしくお願いします。 

議 長   た だ い ま 事 務 局 よ り 説 明 が あ り ま し た 件 に つ い て 、 御 質 問
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があったらお願いしたいと思います。 

 岩崎委員、お願いします。 

１１番 御説明ありがとうございました。 

 これは私が１月に質問させていただいた件かと思うんですけ

れども、今回、表記を改めていただくということで、この工事

期間、一番最後の表によると工事期間のところ、権利の存続期

間というふうになる。変えていただくということなんですけれ

ども、この転用届出書を見ると、権利の存続期間は、例えば使

用貸借期間とか賃貸借期間という意味ということですよね。 

 それは何かちょっとおかしいというか、要は賃借権の期間…

…。転用行為って事実行為じゃないですか。実態として農地で

はなくなっている期間ということですよね。転用という行為っ

て。だから、例えば賃貸借期間が３か月あろうとも、工事が２

か月で終わって、そこの農地じゃない状態が２か月だったら、

別にその２か月でいいと思うんですけれども。とすると、むし

ろ工事期間がそのまま正しいかどうかは分かりませんけれども、

工事期間のほうがむしろ実態として合っているんじゃないかと

思ったんです。 

 言っている意味、分かりますかね。私が聞いているのは、１

月のときも私がお聞きしたかったのは、要は、農地を農地では

なくすということですよね。転用って。それが一時的なものだ

ということなんですよね。そうしたら、一時的に農地ではなく

なっている期間を３年以内としなさいよというのが、この基準

のことなんですよね。私が１月に聞いたのは、この工事のとき

には、結局この人たちは、農地ではなくしている期間は、いつ

と届け出ているんですかという質問だったんですよね。この農

地について、農地ではなくなっている期間はいつからいつまで

なんですかという質問だったと思うんです。 

 いつからいつまで農地ではなくすことを許可しているんです

か、農地ではなくすことを許可している、許可というか、届出

なので許可ではないんですけれども、農地ではなくす期間とい

うのは何か月とか何年なのかという質問をしたんですよね。そ
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うしたら、工事期間はいついつから、この１月８日から３月７

日というふうになっているんですけれども、農業委員会として

農地ではなくしている期間というのは、何年以内とか何か月と

いう、そういうふうに受け止めて許可を出す。許可の範囲の届

出なんですけれども、許可だったときは何か月という。もしも

許可の場合は転用期間をどのくらいと定めているんですか、こ

れと同じ期間なんですかという質問をしたんです。１月のとき

に。 

 そうしたら、一時転用の期間というのは３年以内ですよと言

われたので、３年以内だったら、ずっと転用農地はなくしてい

ていいんですか。もし戻さなかったときには直せと言えるんで

すかという議論になったと思うんですね。 

 要は農地、この権利の期間が、使用貸借なのか賃貸借なのか

分からないんですけれども、権利があったとして、別にそれの

期間、丸々農地じゃなくなっているわけでもないと思うんです

よね。どっちかというと、農地ではなくなっている期間といっ

たら工事期間のほうだと思うんですよね。この工事による一時

転用だった場合ですけれども。 

 私が聞きたかったのは、工事の期間と転用を許可している期

間は同じなんですかという質問なんです。だから、工事の期間

が終わっても、まだ転用許可の期間のほうが長かったら、工事

が終わっているのに農地を元に戻さないということがあり得る

んじゃないですか、そういう場合はどう対処されるんですかと

いう質問をしたという趣旨なんです。 

 だから、権利の期間が書かれていても、農地ではなくなって

いる期間と工事の期間とを比較して、いやいやいや、工事は終

わっているのに農地に戻していないよね、行政指導ができませ

んよねという権利が、使用貸借権があろうとなかろうと、必要

がなくなったら農地に戻してくださいねという。そこを必要以

上に転用している期間が長くなったらおかしいから、そこはど

うやって指導していくんですかという質問だったので、今回改

善していただいたと思うんですけれども、多分この権利の期間
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を表記したとしても、結局この人たちがちゃんと農地を、いつ

までに直さなきゃいけないかとか、そういう期間は分からない

と思うんですけれども、どうでしょうか。 

局長   ありがとうございます。 

 確かにおっしゃられるとおり、転用の時期というのが、ここ

の届出書を見ていただきますと、権利の存続期間というのは賃

借権、使用貸借権など。それをいつ設定して、それはいつまで

に切れるのかということが書かれた場所であって、４番目の転

用計画のところで具体に転用の目的や転用の時期が書かれてき

ますので、確かに農業委員会として確認しなければいけないの

は、転用の目的と転用の時期であるということが分かりますの

で。 

 ただ、工事の期間というふうに書いてしまうと、転用の時期

というのとイコールなのかどうかというところの表記が分かり

にくいのかなと思いますので、ここは権利の存続期間というこ

とで一旦。これはたまたま、この１月の届出のときは、権利存

続期間の転用の時期が一緒でしたので、どっちを書いてもいい

のかなという判断をしてしまったんですが、転用の時期を明記

させていただく形で。ただ、権利の設定もありますので、両方

書いてもいいのか、その辺はまた改めて修正させていただきた

いと思います。 

１ １ 番  ４ 条 の と き に は 権 利 の 設 定 期 間 が な く な り ま す よ ね 。 自 分

の自己転用だからということですよね。承知しました。 

 なので、私が知りたかったのは、転用の時期と工事の時期は

全く一致するものなんですかという質問ですね。工事が終わっ

たら戻してくれと言えるような、行政指導できるような状態な

んですかという質問でした。 

局 長   届 出 書 を 見 て い た だ け れ ば 、 も う 転 用 の 時 期 が イ コ ー ル 工

事の着工時期、完了時期ということになっておりますので、そ

の質問についてはイコールになっているということで。 

１ １ 番  そ う で す ね 。 こ れ を 見 れ ば 分 か り ま す 。 １ 月 の と き に そ の

ような御回答をいただけたら、ここまで発展しなかったと思う
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んですけれども、３年以内という御回答だったので、それはお

かしいですよねという話になったということです。 

議長   そのほか御質問ありますか。よろしいですか。 

   ……質疑なしの声 

議長   それでは、質問がないので次に移りたいと思います。 

 次に、議案第１号の生産緑地に係る農業の主たる従事者につ

いての証明願について、２件を議題に呈します。 

 事務局より説明をお願いします。 

局 長   そ う し ま し た ら 、 議 案 第 １ 号 、 生 産 緑 地 に 係 る 農 業 の 主 た

る従事者についての証明願について、２件につきまして御説明

いたします。 

 農地相続人の住所、氏名につきましては記載のとおりでござ

います。 

 略図１を御覧ください。土地の所在は西砂町１丁目の１筆、

面積は２，４３３㎡になります。申出事由は死亡。証明内容は

生産緑地法第１０条の規定に基づく農業の主たる従事者となっ

ております。 

 続いて、略図２を御覧ください。土地の所在は柏町１丁目の

３筆、面積は１，８２９．７６㎡になります。申出事由は死亡。

証明内容は生産緑地法第１０条の規定に基づく農業の主たる従

事者となっております。 

 議案第１号につきましては以上となります。 

議 長   そ れ で は 、 確 認 を 担 当 さ れ た 地 区 委 員 さ ん か ら 補 足 説 明 を

お願いします。 

 まず、１番については川野委員、お願いします。 

１ ６ 番  １ 番 の 方 で す け れ ど も 、 主 た る 従 事 者 で あ っ た 方 が お 亡 く

なりになったので、今回の申請になっております。 

 西武立川駅の北側の土地でございます。現状、畑として使わ

れております。 

 以上です。 

議長   続きまして、田中委員、お願いします。 

１ ４ 番  こ の 申 請 の 農 地 に つ き ま し て は 第 十 小 学 校 の 南 側 に 面 し て
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おりまして、北側のほうに梨とかリンゴ、真ん中のほうにハウ

スが１棟建っておりました。ほかのところは、今の時期のトウ

モロコシとかエダマメが作付されておりました。 

 以上でございます。 

議長   ありがとうございました。 

 ただいま説明がありました件について、何か御質問があった

らお願いしたいと思います。ありませんか。 

   ……質疑なしの声 

議長   御質問がないと認め、採決に移りたいと思います。議案第１

号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願につ

いて、証明することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

   ……全員挙手 

議 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 全 員 挙 手 と 認 め 、 証 明 す る こ と

に決します。 

 その他で、あと何かございますか。 

局長   特にはございません。 

議 長   な い よ う で あ れ ば 、 本 日 の 審 議 予 定 は こ れ で 終 了 で ご ざ い

ます。次回の農業委員会は、８月２５日（月）午後３時から２

０８・２０９会議室で開催となります。 

 本日も慎重審議をしていただき、ありがとうございました。 

 

午後３時２８分 閉会  
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